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ご挨拶 

いつもお世話になっております。市川です。 

gotoキャンペーン、どうなっていくのでしょうか。スタートするときに詳細

が決まっていない、「今出ている話だと大丈夫だと思うけど、詳しいことが

わからない」。先月までの雇用調整助成金と同じ状況ですね！！！ 

厚生労働省の問題もあるのかと思っていましたが、省が変わっても同

じような混乱があるという事は、その上の問題が大きいのでしょう。厚労

省や国交省の方の労働時間、心労は大変なことになっていると思いま

す。労災が起こらないかと心配です。 

7月 7日に発表になった、労働者から直接申請できる給付金「新型

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」。こちらは雇調金の反

省を生かしたのか、申請内容・申請書など、変更されないように完璧な

状態でスタートいたしました。記載も最低限で分かりやすく、個人でも会

社でも提出できるようになっています。初めて見たときは、厚生労働省を

見直しました。 

・・・しかし！！しかし！！！！よく見ると、休業

手当を上回るような内容。何とかして休業手当を

支払い、難解な雇調金で対応した企業を何だと

思っているのか。市川は怒りが収まりません。 

今月は平和であるとよいなあと思います・・・

（市川） 
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特集：地味に重要な法改正。雇用保険が改正されます。  

令和 2年 8月 1日以降に退職した方から、「被保険者期間」の算定方法が変わ

ります。 

離職証明書の作成方法も変わってくるケースもあるので注意が必要になります。そこ

で今回は、その改正点を確認していきましょう。 

・はじめに 

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の 2年間に、「被保険者

期間」が通算して 12カ月以上（特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の 1年間に、被保険

者期間が通算して 6カ月以上）あることが必要です。 

 

 

・令和 2年 8月の改正点 

 

改正により、賃金支払の基礎となる日数が 10日未満であっても賃金支払いの基礎となった労働時間数が 80時

間以上ある月であれば、被保険者期間 1カ月として計算できるようになり、失業等給付の受給資格を得やすくなりまし

た。被険者期間の算定方法が変わることに伴い、離職証明書の作成方法も令和 2年 8月以降変わることとなります

ので書き方にはご注意下さい。 

  

入社して1年以上雇用保険に入っていた

入社して1年たっていない人は、2年間を通算して、雇用保険に1年以上入っていた（現職入社前に、失業

給付をもらっていると通算できない）

•※いわゆる会社都合の退職（特定受給資格者）や、特別に認められる事情がある退職（特定理由離職者）の場合は1年間に

6か月

現行

•離職日から1か月ごとに区切り、賃金支

払の基礎となる日数が11日以上ある

月を1か月として計算

令和２年８月から

•それに加えて、労働時間数が80時

間以上ある月も被保険者期間1カ

月として計算できることに。

失業等給付を受けられる、被保険者期間の条件 

今月の重要ポイント 

労働保険の年度更新 

毎年 7月 10日が期限ですが、今年は 8月 31日まで延長されています。 

高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出 

毎年７月 15日が報告期限ですが、今年は 8月 31日まで延長されています。 
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特集：地味に重要な法改正。厚生年金の等級が改正されます。  

令和 2年 9月から厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級（31級・62万円）の上に 1等

級が追加され、上限が引き上げられます。 

 つまり、月給 635,000円以上の方は、厚生年金保険料が上がります。 

令和 2年 9月から・・・ 

 

  

 

該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、令和 2年 9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬

改定通知書」が郵送されます。 

事業主からの届出は不要ですが、9月分から給与計算時の社会保険料を変更する必要があります。 

 

  市川の育児日記 新コロナウィルス関連で、通常の手続きや、発

表が延期になっております。その傍ら、決定して

いた法改正が次々と施行されています。 

弊社 HPのトップに、最新ニュースを掲載して

おります。 

混乱が続いておりますが、頑張って乗り切りまし

ょう！！ 
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【コラム】今おすすめの金融商品は 

私は恵社労士事務所に就職するまでは、金融商品の提案営業をして

いました。 

そのためか、先日、知人から「お金を増やしたいんだけど、いい資産運用

の方法はない？」と聞かれました。 

私は「確定拠出年金がいいと思う」と答えました。  

 

昨年、金融庁の金融審査会は、長寿命化、退職金の減少傾向など

の要因を考慮して、老後年金以外に夫婦 2人で生活するために 2,000

万円の貯蓄が必要であると発表しました。ですが、2,000万円といっても、

簡単に貯められる金額ではありません。 

 

生活費等で使われている普通預

金は引き出すことが容易なため、流

動性が高く、長期的な資産形成に

は適しません、そこで普通預金とは

別に、金融商品（株、投資信託、

保険等）を利用することが望ましい

とされています。  

しかし金融商品を利用して資産を増やすことは、マイナス金利によるリス

クを伴うことから、難しい時代になってきています。そこで、現状では資産を

増やすことよりも、付加価値をつけ、資産を減らさないで、資産を守る資産

運用が必要であると考えています。 

 

そこでおすすめなのが確定拠出年金（iDeCo）です。 

iDeCoは、自分で決めた額を積立てながら、その掛金を自分で運用し

ていくことで、将来に向けた資産形成を進めていく年金制度です。運用方

法によっては、元本を下回る危険性もありますが、元本確保型のリスクの

少ない商品もあります。 

iDeCoで運用する大きなメリットは、税制優遇措置が講じられているこ

とです。掛金が全額所得控除の対象となりますので、税の軽減を受けられ

ます。これは iDeCoを利用する大きな付加価値といえるでしょう。 

また中小企業（100人以下）において、従業員が iDeCoを利用して

いる場合、その従業員の掛金を、企業側が一部拠出することが可能で

す。退職金制度のない企業でしたら、福利厚生の一環として、一部拠出

を行うことで、企業の誠意ある姿勢や魅力を、従業員の皆さんに示すこと

ができると考えます。 

将来の資産に不安を感じている方や、企業様が企業ぐるみでの

iDeCoの利用を考えてみては、いかがでしょうか。（松下） 

手続きチェックリスト 
ご連絡漏れはありませんか？ 

Ã 入社 

Ã 退社 

Ã 扶養したい、扶養から抜ける 

Ã 産休・育児休業・介護休業 

Ã けが、病気で長期休んだ 

Ã 労災がおきた 

Ã 基本給の変更があった 

Ã 賞与を支払った 

Ã 役所から連絡が来た 
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JR・丸の内線 荻窪駅より 

徒歩３分です。 

ぜひお立ち寄りください！！ 

【お問い合わせ】 

03-5335-7905 
info@megumi-sr.com 

https://megumi-sr.net 

Podcast（ネットラジオ）配信始めました。 

楽しく役に立つ番組を目指しています！ 
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